
【 再 認 定 の 提 出 証 明 書 類 】 

①配 偶 者 

●収入がない配偶者 

平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書。（学生の場合は、学生証の写し、在学証明書の写しのいずれか） 

●アルバイト・パートの収入がある配偶者 

直近３ヶ月分の給与明細写し、平成２１年度の源泉徴収票の写し、平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書のいずれか。 

年金を受給している者は、この他に受けている年金の全ての年金振込み通知書の写し、年金改定通知書（直近の社会保険庁発行分）の写しのいずれか 

●年金のみ受給している配偶者 

受けている年金の全ての年金振込み通知書の写し、年金改定通知書（直近の社会保険庁発行分）の写しのいずれか。この他に平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書 

②１８歳以上（平成４年４月１日以前に生まれた）の子、孫、弟、妹 

●学生で収入がない子、孫、弟、妹 

学生証写し、在学証明書のいずれか 

●アルバイト・パートの収入がある子、孫、弟、妹 

直近３ヶ月分の給与明細写し、平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書のいずれか 

③父 母 、 祖 父 母（義理の関係は④を参照ください。） 

●収入がない父母、祖父母 

平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書 

●アルバイト・パート収入のある父母、祖父母 

直近３ヶ月分の給与明細写し、平成２１年度の源泉徴収票の写し、平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書のいずれか。 

年金を受給している者は、この他に受けている年金の全ての年金振込み通知書の写し、年金改定通知書（直近の社会保険庁発行分）の写しのいずれか 

●年金のみ受給している父母、祖父母 

受けている年金の全ての年金振込み通知書の写し、年金改定通知書（直近の社会保険庁発行分）の写しのいずれか。この他に平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書 

④上記①～③以外の認定被扶養者※義父母・義祖父母・兄・姉など 

●収入がない者 

平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書、この他に住民票(世帯全員のもの) 

●アルバイト・パート収入のある者 

直近３ヶ月分の給与明細写し、平成２１年度の源泉徴収票の写し、平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書のいずれか。 

この他に住民票(世帯全員のもの)と、年金を受給している者はさらに、受けている年金の全ての年金振込み通知書の写し、年金改定通知書（直近の社会保険庁発行分）の写しのいずれか 

●年金のみ受給している者 

受けている年金の全ての年金振込み通知書の写し、年金改定通知書（直近の社会保険庁発行分）の写しのいずれか。この他に平成２２年度（平成２１年度収入分）非課税証明書と住民票(世帯全員のもの) 


